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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年8月23日(2012.8.23)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】
　製剤に存するマスキング成分としての有機酸（アミノ酸を含めて）の量はイブプロフェ
ンの苦みをマスク或いは隠すに十分量である（例えば、該マスキング成分により、或いは
他のマスキング成分との併用により）そしてそれにより製剤を感覚器官的に許容されるも
のに作製される。代表的事例において、イブプロフェンの含量を基準として、製剤中に存
在するイブプロフェンに対する有機酸の割合は、約１から約２を含む約１から約３などの
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約0.５から約４の範囲である。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　代表的事例において、該マスキング成分はシクロデキストリンを含む。シクロデキスト
リンには手頃なシクロデキストリンあるいはα-、β-またはγ-シクロデキストリンを含
むシクロデキストリンの混合物である。代表的事例では、シクロデキストリンはβ-シク
ロデキストリンである。本発明の事例の特徴は、存在する場合、該製剤中のシクロデキス
トリンの全量は、massに換算して該製剤中のイブプロフェンの約１倍量以下を含め、イブ
プロフェン活性剤の約１．５倍量以下などのイブプロフェン活性剤の約２倍以下である。
　上に要約したように、主題の製剤は経口的に許容される固形製剤である。固形製剤は沢
山の異なる剤形で存在し、代表的剤形は、限定的でなく口内錠、トローチ、錠剤、ガーグ
ル、スプレイのような液剤及びガムである。ここで使用される「口内錠“lozenge”」は
活性剤を含有するシュガー基剤或いはシュガーアルコール基剤（例えばソルビトール）の
溶かした塊を冷却することにより形成される全ての投与形態を含むと意図される。ここで
使用される「錠剤“tablet”」は、圧縮した散剤、顆粒、或いは圧縮ペーストから作製さ
れる単一用量剤形を包含すると意図される。固形投与剤形は口内錠、トローチ、錠剤、カ
プセル、チュイングガムの製造に当業界で公知の方法で作成され、酸調節剤、乳化剤、安
定化剤、緩衝剤、香料、甘味剤、着色剤、保存剤などのそのような投与剤形に公知の他の
成分を含有させてもよい。
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